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午 前１０時 ００分 開 会

────────────────────────────────────

◎開会宣告

○議長（前田篤秀君） 本日をも っ て招 集 さ れ ま し た 令和３年第３回 遠軽町議会臨 時 会を

開 会し ま す 。

────────────────────────────────────

◎開議宣告

○議長（前田篤秀君） 直ち に、 本日の会議を開 き ま す 。

────────────────────────────────────

◎諸般報告

○議長（前田篤秀君） 会議に先 立 ち 、 局 長をし て諸 般の報告をし ま す 。

○議会事務局長（小野寺正彦君） 御 報告いた し ま す 。

た だ いま の出席 議員は 、 １６人 で あ り ま す 。

本日の列 席 者 は 、 佐々 木 町長、 河 原 教 育 長、 村瀬 代 表 監 査 委 員で あ り ま す 。

次 に、 地 方 自 治 法 第１２１条 の規 定によ る説明員、 議会事務 局 か ら の出席 者 、 監 査 委 員

の令和２年度例 月出納 検 査 の結果 、 令和２年度水 道 料 金 の債 権 放 棄 報告、 議長の執 務 及び

閉 会中にお け る各 委 員会等 の活 動 状 況 につき ま し ては 、 別 紙 印 刷 の上 、 お 手 元に配 付 のと

お り で ご ざ いま す 。

次 に、 本臨 時 会の日程は 、 第１３ま で とな っ てお り ま す 。

以 上 で 、 報告を終 わ り ま す 。

────────────────────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について

○議長（前田篤秀君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行いま す 。

本日の会議録署名議員には 、 会議規 則第１２５条 の規 定によ り 、 渡部議員、 黒坂議員を

指名し ま す 。

────────────────────────────────────

◎日程第２ 会期の決定について

○議長（前田篤秀君） 日程第２ 会期の決定についてを議題 とし ま す 。

本件について、 議会運 営 委 員長の報告を求めま す 。

阿部議会運 営 委 員長。

○９番（阿部君枝君） －登壇 －

御 報告いた し ま す 。

本日をも っ て招 集 さ れ ま し た 令和３年第３回 遠軽町議会臨 時 会の会期につき ま し ては 、

本日午 前９時 ３０分か ら 議会運 営 委 員会を開 催 し 、 審 議の結果 、 本日１日間 と決定いた し

ま し た 。

以 上 、 御 報告申 し 上 げ ま す 。
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○議長（前田篤秀君） お諮りします。

本臨時会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日１日間にしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。

したがって、会期は、本日１日間とすることに決定しました。

────────────────────────────────────

◎日程第３ 町 長の行 政 報告及 び 提 出 案 件 要 旨 説 明

○議長（前田篤秀君） 日程第３ 町長の行政報告及び提出案件要旨説明を求めます。

佐々木町長。

○町 長（佐 々 木 修 一 君） －登壇－

令和３年第３回遠軽町議会臨時会の開会に当たり、議員の皆様には大変お忙しい中、御

参集をいただき、厚くお礼を申し上げます。

初めに、令和３年第２回遠軽町議会定例会以降における行政について御報告いたしま

す。

まず、新型コロナウイルス感染症に関する影響についてでありますが、全国的に第４波

と言われる感染者数が変異株の急拡大で再び増加傾向となり、国は４月２５日から５月１

１日までを実施期間として、東京都をはじめとする４都府県に３回目の緊急事態宣言を発

出しました。

道内においても、札幌市をはじめ各地で変異株の感染者数が増加傾向にあり、道は、札

幌市内におけるゴールデンウィーク特別対策として、国の緊急事態宣言と同じく、５月１

１日まで札幌市内全域の飲食店等に時短要請をするなど、本町においても余談の許さない

状況が続いております。

町では、これらの状況を踏まえ、５月２日に開催を予定しておりました令和３年遠軽町

成人式を残念ながら再延期といたしました。今後の開催日程につきましては、感染症の蔓

延状況やワクチン接種状況などを踏まえ、出席しやすい日程等に配慮し、決定次第改めて

お知らせいたします。新成人及び関係者の皆様におかれましては、大変御迷惑をおかけし

ておりますが、御理解をお願いいたします。

次に、ワクチン接種についてでありますが、本町におきましては、道において一部の医

療従事者等に先行して行われておりますが、本町に供給されるワクチンについては、ま

ず、医療従事者等、高齢者施設等入所者及び従事者を優先して接種し、その後、７５歳以

上の高齢者、６５歳以上の高齢者、基礎疾患を有する方、それ以外の方々などの順に、国

のワクチン供給スケジュールに合わせて、接種券を順次発送し、接種を行う予定でありま

す。

詳細につきましては、町広報や町ホームページ、広報瓦版を通じて、町民の皆様へ情報

提供に努めてまいります。
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新型コロナウイルス感染症は、誰もが感染者・感染源になる可能性があります。罹患さ

れた方をはじめ、その御家族や職場の同僚のほか、医療等に従事されている方々に対し、

不当な偏見、差別、いじめなどが決してあってはなりません。

町民の皆様におかれましては、うわさや憶測に惑わされることなく、国や道が発表する

新型コロナウイルス感染症に関連する正確な情報に基づき、医療崩壊を招かないために

も、冷静な判断で行動し、遠軽厚生病院をはじめとする医療機関等を支えていただきます

ようお願い申し上げます。

また、引き続き、マスクの着用、手洗いの励行、三つの密を避けるなど、道が示してい

る「新北海道スタイル」を実践していただきますよう、重ねてお願い申し上げます。

次に、本議会に提出いたしました議案の大要について、御説明申し上げます。

承認第１号専決処分の承認を求めることについては、森林環境譲与税の確定及び新型コ

ロナウイルス感染症により緊急に補正予算の必要が生じたため、令和２年度遠軽町一般会

計補正予算（第１６号）を専決処分いたしましたので、議会の承認を求めるものです。

承認第２号及び承認第３号の専決処分の承認を求めることについては、地方税法等の一

部を改正する法律等が公布されたことに伴い、遠軽町税条例等の一部を改正する条例及び

遠軽町都市計画税条例の一部を改正する条例を専決処分いたしましたので、議会の承認を

求めるものです。

議案第１号から議案第５号までの工事請負契約の締結については、令和２年度岩見通道

路改良工事その２（繰越）、令和３年度ロックバレースキー場ゲレンデ整備工事並びに令

和３年度防災用資機材等備蓄施設整備工事の電気、機械及び場内配管について議会の議決

を求めるものです。

議案第６号財産の取得については、道の駅遠軽森のオホーツクに配置するオフロード

カーの購入について、議会の議決を求めるものです。

次に、議案第７号令和３年度遠軽町一般会計補正予算（第１号）について御説明申し上

げます。

歳入については、国庫支出金及び道支出金を補正し、歳出については、新型コロナウイ

ルス感染症対策事業として、公共施設等環境改善工事、プレミアム付食事券発行事業補助

金及び宿泊施設利用促進ギフト券発行事業補助金並びにＧＩＧＡスクールサポーター配置

促進事業委託料を計上したところです。

以上が、本議会に提案をいたしました議案の大要です。

御審議を願う議案につきましては、その都度、担当部課長から詳細に御説明いたします

ので、御協賛を賜りますようお願いを申し上げます。

────────────────────────────────────

◎日程第４ 承認第１号

○議長（前田篤秀君） 日程第４ 承認第１号専決処分の承認を求めることについてを議

題とします。
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提出者の説明を求めます。

堀嶋財政課長。

○財政課長（堀嶋英俊君） 承認第１号専決処分の承認を求めることについて説明いたし

ます。

地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和２年度遠軽町一般会計補正予算（第１

６号）を定めることについて、別紙のとおり専決処分しましたので、同条第３項の規定に

より報告し、承認を求めるものです。

次のページをお開き願います。

専決第１号につきましては、森林環境譲与税の確定及び新型コロナウイルス感染症によ

り、緊急に補正予算の必要が生じたため、令和２年度遠軽町一般会計補正予算（第１６

号）を定めることについて、３月３１日に専決処分したものです。

次のページをお開き願います。

令和２年度遠軽町一般会計補正予算（第１６号）につきましては、既定の歳入歳出予算

の総額に歳入歳出それぞれ２,０３９万３,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１９

７億２,８１５万６,０００円としたものです。

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」により説明いたします。

繰越明許費の変更は、「第２表繰越明許費補正」により説明いたします。

次のページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算補正の歳入から説明いたします。

２款地方譲与税につきましては、３項森林環境譲与税に１９８万４,０００円を追加

し、総額を２億１,７９８万４,０００円としたものです。

１５款国庫支出金につきましては、２項国庫補助金に２,１０８万１,０００円を追加

し、総額を４５億４,７２６万９,０００円としたものです。

１９款繰入金につきましては、１項基金繰入金を２６７万２,０００円減額し、総額を

５億６,３３１万７,０００円としたものです。

これにより、歳入合計１９７億７７６万３,０００円に２,０３９万３,０００円を追加

し、総額を１９７億２,８１５万６,０００円としたものです。

次に、歳出について説明いたします。

次のページをお開き願います。

２款総務費につきましては、１項総務管理費を６８万８,０００円減額し、総額を６８

億７,５８９万９,０００円としたものです。

４款衛生費につきましては、１項保健衛生費に２,１０８万１,０００円を追加し、総額

を１４億１,２１２万円としたものです。

これにより、歳出合計１９７億７７６万３,０００円に２,０３９万３,０００円を追加

し、総額を歳入歳出同額の１９７億２,８１５万６,０００円としたものです。

次に、第２表、繰越明許費補正について説明いたします。
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繰越明許 費 の変 更 につきましては、２款 総 務 費 １項 総 務 管理 費 、新型コロナウイルス感

染症対策事業の金額 を１億 ２,４９ ４万 円 に、４款 衛 生費 １項 保 健 衛 生費 、新型コロナウ

イルスワ クチ ン接 種 事業の金額 を１億 ３,１０ ４万 ８ , ０ ０ ０ 円 にそれぞ れ変 更 したもので

す。

次に、歳入歳出補正予算事項 別明細書 の総 括 を省 略 いたしまして、歳出から説明いたし

ます。

９ ペ ージ をお開 き願います。

２款 総 務 費 １項 総 務 管理 費 １５目 基金運 営 費 、基金運 営 事業１９ ８ 万 ４, ０ ０ ０ 円 につ

きましては、森林環境譲与税額 の確定により、森林環境譲与税基金積 立 金を追 加 したもの

です。

１６目 新型コロナウイルス感染症対策費 、新型コロナウイルス感染症対策事業２６７万

２, ０ ０ ０ 円 の減 額 は、執 行精 査 により公共施設等環境改善工事１,６８ ７万 ２, ０ ０ ０

円 、スローラ イフ等応 援 事業助成 金７２０ 万 円 、新生児 特 別定額 給 付金３６０ 万 円 をそれ

ぞ れ減 額 。ワ クチ ン接 種 の従事者に対する慰 労 金を支給 するための経 費 として、新型コロ

ナウイルスワ クチ ン接 種 支援 金２,５０ ０ 万 円 を新たに計上したものです。

４款 衛 生費 １項 保 健 衛 生費 ３目 予防費 、新型コロナウイルスワ クチ ン接 種 事業２,１０

８ 万 １, ０ ０ ０ 円 につきましては、ワ クチ ン接 種 の実施に必要な経 費 を追 加 したもので、

予防接 種 健 康 被 害 調 査 委員 会委員 報酬 として２万 ８ , ０ ０ ０ 円 を新たに計上、会計年度任

用職員 の任 用に係 る経 費 としてパ ートタイムの報酬 ５人 分１４０ 万 ７, ０ ０ ０ 円 、フルタ

イム２人 分２１７万 １,０ ０ ０ 円 、時 間 外 及び休 日勤 務 手当１２７万 ８ , ０ ０ ０ 円 、期 末 手

当１６万 ３, ０ ０ ０ 円 、社 会保 険 料３７万 ４, ０ ０ ０ 円 をそれぞ れ追 加 。会計年度任 用職員

の通勤 及び健 康 被 害 調 査 委員 会出席 に係 る費 用弁 償 １１万 ５, ０ ０ ０ 円 、感染症対策用品

等の消 耗 品 費 ５０ 万 円 、ワ クチ ン配送 用等の車 両 に係 る燃 料費 ２７万 ２, ０ ０ ０ 円 、通信

運 搬 費 ８ １万 ７, ０ ０ ０ 円 をそれぞ れ追 加 。委託料として、健 康 管理 シ ステ ム改修 業務 委

託料９ ０ 万 ２, ０ ０ ０ 円 、感染症産業廃 棄 物 処理 業務 委託料１万 １,０ ０ ０ 円 をそれぞ れ追

加 。時 間 外 ・休 日等にワ クチ ン接 種 の受 付をコールセ ンターで対応 するためのワ クチ ン接

種 コールセ ンター業務 委託料３６３万 円 を新たに計上。集 団 接 種 実施の医師 送 迎 用として

自 動車 借 上料９ 万 ９ , ０ ０ ０ 円 を追 加 。ワ クチ ン接 種 に係 るかかり増 し経 費 として、８ 医

療機関へ のワ クチ ン接 種 負担金９ ３１万 ４,０ ０ ０ 円 を新たに計上したものです。

次に、歳入について説明いたします。

７ペ ージ をお開 き願います。

２款 地方譲与税３項 森林環境譲与税１目 森林環境譲与税は、１９ ８ 万 ４, ０ ０ ０ 円 の追

加 です。

１５款 国庫支出金２項 国庫補助金３目 衛 生費 国庫補助金２,１０ ８ 万 １, ０ ０ ０ 円 につき

ましては、新型コロナウイルスワ クチ ン接 種 体 制 確保 事業費 補助金の追 加 です。

１９ 款 繰入金１項 基金繰入金１目 財政 調 整基金繰入金は、２７２万 ２, ０ ０ ０ 円 の減
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額。３目まちづくり振興基金繰入金は、５万円の追加です。

以上で、説明を終わります。

○議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。

質疑は、第１表歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、歳

出より、各款ごとに行います。

２款総務費、９ページから１０ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） なければ、４款衛生費、１１ページから１２ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） なければ、次に、２、歳入に入ります。

２款地方譲与税、７ページから８ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） なければ、１５款国庫支出金、７ページから８ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） なければ、１９款繰入金、７ページから８ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 次に、第２表繰越明許費補正、３ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） これをもって、承認第１号の質疑を終わります。

これより、承認第１号専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。

したがって、本案は、原案のとおり承認されました。

────────────────────────────────────

◎日程第５ 承認第２号及び日程第６ 承認第３号

○議長（前田篤秀君） 日程第５ 承認第２号専決処分の承認を求めることについて、日

程第６ 承認第３号専決処分の承認を求めることについて、以上承認２件は関連がありま

すので、一括して議題とします。

提出者の説明を求めます。

二瓶税務課長。

○税務課長（二瓶雄介君） 承認第２号専決処分の承認を求めることについて御説明いた

します。

地方自治法第１７９条第１項の規定により、遠軽町税条例等の一部を改正する条例を定

めることについて、別紙のとおり専決処分しましたので、同条第３項の規定により報告

し、承認を求めるものであります。
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次のペ ージ をお開 き願います。

専決第２号、専決処分書 。

専決処分の理 由 は、令和３年３月３１日に地方税法等の一部を改正する法律等が公布さ

れたことに伴い、遠軽町税条例等の一部を改正する必要が生じたことから、本条例を定め

ることについて、令和３年４月１日付で専決処分をしたものです。

次のペ ージ 、別紙 をお開 き願います。

遠軽町税条例等の一部を改正する条例。

改正の内容 につきましては、参 考 資料により御説明いたします。

別紙 ７ペ ージ の次にあります参 考 資料遠軽町税条例改正資料第１条関係 をお開 き願いま

す。なお、説明の中 で、施行日については原 則 令和３年４月１日のため、特 段 施行日につ

いて申し上げないものについては、令和３年４月１日の施行となります。

では、第１条関係 でありますが、個 人 の住 民税の非 課税の範 囲 、第２４条第２項 につい

ては、均 等割 の非 課税限 度額 における国外 居 住 親 族の取扱 いの見直 しに係 る政 令の改正に

合 わせて改正するもので、令和６年１月１日の施行です。

寄 附 金税額 控 除 、第３４条の７第１項 については、特 定公益 増 進法人 等に対する寄 附 金

制 度における寄 附 金の範 囲 の見直 しに係 る国税の改正に合 わせて改正するもので、令和４

年４月１日の施行です。

個 人 の町民税に係 る給 与所 得者の扶 養 親 族申告 書 、第３６条の３の２第４項 について

は、給 与所 得者の扶 養 親 族申告 書 の電子 提出に係 る税務 署 長の承認の廃 止 による改正で

す。

個 人 の町民税に係 る公的 年金等受 給 者の扶 養 親 族等申告 書 第３６条の３の３第１項 につ

いては、非 課税限 度額 等における国外 居 住 親 族の取扱 いの見直 しによる改正で、令和６年

４月１日の施行。

第４項 については、公的 年金等受 給 者の扶 養 親 族等申告 書 の電子 提出に係 る税務 署 長の

承認の廃 止 による改正です。

特 別徴 収 税額 、第５３条の８ 第１項 については、退 職所 得申告 書 の定義 に係 る規 定の整

備による改正です。

退 職所 得申告 書 、第５３条の９ 、項 の追 加 については、退 職所 得申告 書 の電子 提出に係

る規 定の整備による追 加 です。

環境性能割 の税率 、第８ １条の４については、読 替 規 定を対象 に追 加 するための改正で

す。

附 則 、個 人 の住 民税の所 得割 の非 課税の範 囲 等、第５条第１項 については、所 得割 の非

課税限 度額 における国外 居 住 親 族の取扱 いの見直 しによる改正で、令和６年１月１日施行

です。

特 定一般用医薬 品 等購入費 を支払 った場合 の医療費 控 除 の特 例、第６条については、セ

ルフメ ディ ケ ーシ ョ ン税制 の延 長による改正で、令和４年１月１日施行です。
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法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合、第１０条の２第３項については、

適用期間終了に伴う削除。

次のページをお開き願います。

第４項から第２３項までについては、引用の整理。

第２４項については、適用期間終了に伴う削除。

第２５項については、引用の整理。

項の追加として、浸水被害対策のために整備される雨水貯蓄浸透施設に係る課税標準の

特例措置の創設でありまして、施行日については、特定河川浸水被害対策法等の一部を改

正する法律の施行日です。

同条第２６項、第２７項については、項の追加による整理です。

宅地に対して課する平成３０年度から令和２年度までの各年度分の固定資産税の特例に

関する用語の意義、第１１条については、特例の延長による改正です。

令和元年度または令和２年度における土地の価格の特例、第１１条の２第１項、第２項

については、令和４年度、令和５年度における土地の価格の特例のための改正です。

宅地等に対して課する平成３０年度から令和２年度までの各年度分の固定資産税の特

例、第１２条第１項については、特例の期間延長による改正及び評価替えに伴い、税額が

増額する土地について、令和３年度に限り前年度の税額に据え置くための改正。

第２項から第５項については、特例の期間延長に伴う改正です。

農地に対して課する平成３０年度から令和２年度までの各年度分の固定資産税の特例、

第１３条については、特例の期間延長による改正及び評価替えに伴い税額が増額する土地

について、令和３年度に限り前年度の税額に据え置くための改正です。

免税点の適用に関する特例、第１４条については、文言の整理です。

特別土地保有税の課税の特例、第１５条第１項、第２項については、特例期間の延長に

伴う改正です。

軽自動車税の環境性能割の非課税、第１５条の２については、軽自動車税の環境性能割

を１％分軽減する臨時的軽減期限を９か月延長することに伴う改正です。

次のページをお開き願います。

軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例、第１５条の２の２第２項については、読替

規定を対象に追加するための改正です。

軽自動車税の種別割の税率の特例、第１６条第１項から第４項まで、及び項の追加につ

いては、軽自動車税の種別割のグリーン化特例（軽課税率）について、重点化を行った上

で２年間延長するための改正。

軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例、第１６条の２第１項については、引用の整理。

東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等、第２

２条第２項については、文言の整理。

新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例、第２６条項の追
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加については、控除期間を１３年間とする住宅ローン控除の特例の延長に伴う改正です。

次に、第２条関係です。

遠軽町税条例等の一部を改正する条例（令和２年遠軽町条例第１５号）、第４８条、第

５０条、第５２条の改正規定並びに附則の追加については、通算法人について、当初の外

国税額控除に変動が生じた場合の処理について、規定する等、所要の措置を行うための改

正であります。

別紙に戻りまして、５ページをお開きください。

次に、附則について御説明いたします。

第１条は、施行期日を定めております。

第２条は、町民税に関する経過措置を定めています。

次のページをお開き願います。

第３条は、固定資産税に関する経過措置を定めています。

次のページになりますが、第４条は、軽自動車税に関する経過措置を定めています。

以上で、承認第２号の説明を終わります。

続きまして、承認第３号専決処分の承認を求めることについてを御説明いたします。

地方自治法第１７９条第１項の規定により、遠軽町都市計画税条例の一部を改正する条

例を定めることについて、別紙のとおり専決処分しましたので、同条第３項の規定により

報告し、承認を求めるものであります。

次のページをお開き願います。

専決第３号、専決処分書。

専決処分の理由は、令和３年３月３１日に地方税法等の一部を改正する法律等が公布さ

れたことに伴い、遠軽町都市計画税条例の一部を改正する必要が生じたことから、本条例

を定めることについて、令和３年４月１日付で専決処分をしたものです。

次のページをお開き願います。

遠軽町都市計画税条例の一部を改正する条例。

改正の内容につきましては、参考資料により御説明いたします。

別紙の次のページ、参考資料、遠軽町都市計画税条例改正資料をお開き願います。

改正の内容につきましては、附則、法附則第１５条第１９項の条例で定める割合、第４

項については、引用の整理です。

法附則第１５条第３８項の条例で定める割合、第５項については、引用の整理です。

法附則第１５条第３９項の条例で定める割合、第６項については、引用の整理です。

法附則第１５条第４７項の条例で定める割合、第７項については、引用の整理です。

宅地に対して課する平成３０年度から令和２年度までの各年度分の都市計画税の特例、

第９項については、特例の期間延長による改正及び評価替えに伴い税額が増額する土地に

ついて、令和３年度に限り前年度の税額に据え置くための改正です。

第１０項から第１３項までについては、特例の期間延長による改正です。
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農地に対して課する平成３０年度から令和２年度までの各年度分の都市計画税の特例、

第１４項については、特例の期間延長による改正及び評価替えに伴い税額が増額する土地

について、令和３年度に限り前年度の税額に据え置くための改正です。

第１６項については、引用の整理です。

別紙に戻りまして、附則について御説明いたします。

第１項については、施行期日を定めています。

第２項については、経過措置を定めております。

以上で、承認第３号の説明を終わります。

○議長（前田篤秀君） これより、一括上程しました承認２件の質疑を行います。

質疑は、上程の順により、各案件ごとに行います。

これより、承認第２号の質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。

これをもって、承認第２号の質疑を終わります。

次に、承認第３号の質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。

これをもって、承認第３号の質疑を終わります。

これより、一括上程しました承認２件を採決いたします。

採決は、上程の順により、各案件ごとに行います。

これより、承認第２号先決処分の承認を求めることについてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。

したがって、本案は、原案のとおり承認されました。

次に、承認第３号先決処分の承認を求めることについてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。

したがって、本案は、原案のとおり承認されました。

────────────────────────────────────

◎日程第７ 議案第１号

○議長（前田篤秀君） 日程第７ 議案第１号工事請負契約の締結についてを議題としま

す。

提出者の説明を求めます。

吉岡情報管財課長。
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○情報管財課長（吉岡秀利君） 議案第１号工事請負契約の締結について説明いたしま

す。

遠軽町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定

により、工事請負契約を締結することについて議会の議決を求めるものであります。

契約の目的は、令和２年度岩見通道路改良工事その２（繰越）であります。

契約の方法は、指名競争入札でありまして、契約金額は１億１,３６３万円でありま

す。

契約の相手方は、遠軽町２条通北４丁目１番地９、日新工業株式会社、代表取締役、遠

藤利秀であります。

この工事につきましては、４月２６日、株式会社渡辺組ほか７社により指名競争入札を

行い、日新工業株式会社が１億１,３６３万円で落札をしております。

入札の執行状況につきましては、配付をしております建設工事等発注状況の一覧表１３

番に記載をしておりますので、御参照願います。

なお、日新工業株式会社とは、同日、仮契約を締結しております。工期につきまして

は、議決後、工事請負契約を締結し、着工の上、１２月１０日の完成を予定しておりま

す。

以上で、説明を終わります。

○議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終わります。

これより、議案第１号工事請負契約の締結についてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第８ 議案第２号

○議長（前田篤秀君） 日程第８ 議案第２号工事請負契約の締結についてを議題としま

す。

提出者の説明を求めます。

吉岡情報管財課長。

○情報管財課長（吉岡秀利君） 次のページ、議案第２号工事請負契約の締結について説

明いたします。

遠軽町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定

により、工事請負契約を締結することについて議会の議決を求めるものであります。
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契約の目的は、令和３年度ロックバレースキー場ゲレンデ整備工事であります。

契約の方法は、指名競争入札でありまして、契約金額は９,８５６万円であります。

契約の相手方は、丹野・茶木特定建設工事共同企業体。代表者、遠軽町大通北１丁目２

番地４１、丹野工業株式会社、代表取締役、丹野義晴。構成員、遠軽町１条通南１丁目８

番地１３、茶木建設株式会社、代表取締役、茶木義尚であります。

この工事につきましては、４月２６日、株式会社渡辺組ほか６社により指名競争入札を

行い、丹野・茶木特定建設工事共同企業体が９,８５６万円で落札をしております。

入札の執行状況につきましては、配付をしております建設工事等発注状況の一覧表１４

番に記載をしておりますので、御参照願います。

なお、丹野・茶木特定建設工事共同企業体とは、同日、仮契約を締結しております。工

期につきましては、議決後、工事請負契約を締結し、着工の上、１１月３０日の完成を予

定しております。

以上で、説明を終わります。

○議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終わります。

これより、議案第２号工事請負契約の締結についてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第９ 議案第３ 号

○議長（前田篤秀君） 日程第９ 議案第３号工事請負契約の締結についてを議題としま

す。

提出者の説明を求めます。

吉岡情報管財課長。

○情報管財課長（吉岡秀利君） 議案第３号工事請負契約の締結についてを説明いたしま

す。

遠軽町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定

により、工事請負契約を締結することについて議会の議決を求めるものであります。

契約の目的は、令和３年度防災用資機材等備蓄施設整備工事（電気）であります。

契約の方法は、指名競争入札でありまして、契約金額は１億２１９万円であります。

契約の相手方は、遠軽・北海・工藤特定建設工事共同企業体。代表者、遠軽町東町１丁

目４番地１９、遠軽電機株式会社、代表取締役、乾淳。構成員、遠軽町岩見通北１丁目１
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番地２、北海電建株式会社、代表取締役、福家貢。構成員、遠軽町西町２丁目１０番地３

１、株式会社工藤電機、代表取締役、工藤英高であります。

この工事につきましては、４月２６日、山本電工株式会社ほか３社により指名競争入札

を行い、遠軽・北海・工藤特定建設工事共同企業体が１億２１９万円で落札しておりま

す。

入札の執行状況につきましては、配付をしております建設工事等発注状況の一覧表１５

番に記載をしておりますので、御参照願います。

なお、遠軽・北海・工藤特定建設工事共同企業体とは、同日、仮契約を締結しておりま

す。工期につきましては、議決後、工事請負契約を締結し、着工の上、令和４年３月１８

日の完成を予定しております。

以上で、説明を終わります。

○議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終わります。

これより、議案第３号工事請負契約の締結についてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１０ 議案第４号

○議長（前田篤秀君） 日程第１０ 議案第４号工事請負契約の締結についてを議題とし

ます。

提出者の説明を求めます。

吉岡情報管財課長。

○情報管財課長（吉岡秀利君） 議案第４号工事請負契約の締結について説明いたしま

す。

遠軽町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定

により、工事請負契約を締結することについて議会の議決を求めるものであります。

契約の目的は、令和３年度防災用資機材等備蓄施設整備工事（機械）であります。

契約の方法は、指名競争入札でありまして、契約金額は６,３２５万円であります。

契約の相手方は、遠軽町南町４丁目１番地５５、栄管工業有限会社、代表取締役、以西

善一であります。

この工事につきましては、４月２６日、栄管工業有限会社ほか６社により指名競争入札

を行い、栄管工業有限会社が６,３２５万円で落札をしております。
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入札の執行状況につきましては、配付をしております建設工事等発注状況の一覧表１６

番に記載をしておりますので、御参照願います。

なお、栄管工業有限会社とは、同日、仮契約を締結しております。工期につきまして

は、議決後、工事請負契約を締結し、着工の上、令和４年３月１８日の完成を予定してお

ります。

以上で、説明を終わります。

○議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終わります。

これより、議案第４号工事請負契約の締結についてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１１ 議案第５号

○議長（前田篤秀君） 日程第１１ 議案第５号工事請負契約の締結についてを議題とし

ます。

提出者の説明を求めます。

吉岡情報管財課長。

○情報管財課長（吉岡秀利君） 議案第５号工事請負契約の締結について説明いたしま

す。

遠軽町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定

により、工事請負契約を締結することについて議会の議決を求めるものであります。

契約の目的は、令和３年度防災用資機材等備蓄施設整備工事（場内配管）であります。

契約の方法は、指名競争入札でありまして、契約金額は５,３５７万円であります。

契約の相手方は、遠軽町南町４丁目１番地５５、栄管工業有限会社、代表取締役、以西

善一であります。

この工事につきましては、４月２６日、栄管工業有限会社ほか６社により指名競争入札

を行い、栄管工業有限会社が５,３５７万円で落札をしております。

入札の執行状況につきましては、配付をしております建設工事等発注状況の一覧表１７

番に記載をしておりますので、御参照願います。

なお、栄管工業有限会社とは、同日、仮契約を締結しております。工期につきまして

は、議決後、工事請負契約を締結し、着工の上、令和４年３月１８日の完成を予定してお

ります。
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以上で、説明を終わります。

○議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終わります。

これより、議案第５号工事請負契約の締結についてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１２ 議案第６号

○議長（前田篤秀君） 日程第１２ 議案第６号財産の取得についてを議題とします。

提出者の説明を求めます。

吉岡情報管財課長。

○情報管財課長（吉岡秀利君） 議案第６号財産の取得について説明いたします。

遠軽町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条の規定

により、財産を取得することについて議会の議決を求めるものであります。

取得する財産は、オ フ ロ ー ド カ ー １台 であります。

取得の方法は、指名競争入札でありまして、取得価 格 は８７２万３,０００円でありま

す。

取得の相手方は、遠軽町学 田 ２丁目８番地２０、株式会社佐 渡 自 動 車 整備工場 、代表取

締役、佐 渡 淳 道 であります。

この財産の取得につきましては、４月２６日、有限会社国 枝 モ ー タ ー ス ほか３社により

指名競争入札を行い、株式会社佐 渡 自 動 車 整備工場 が８７２万３,０００円で落札をして

おります。

入札の執行状況につきましては、配付をしております財産の取得または処分に係 る入札

等状況の一覧表１番に記載をしておりますので、御参照願います。

なお、株式会社佐 渡 自 動 車 整備工場 とは、同日、仮契約を締結しております。納 期につ

きましては、１１月３０日を予定しております。

以上で、説明を終わります。

○議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。

一宮 議員。

○５番（一宮龍彦君） すみ ません、ち ょ っと確 認なのですけ れど も、今 の課長、３社で

指名競争入札と聞 こえ たのですけ れど も、書 いてあるのは４社なのですけ れど も。そ こら

辺 、聞 き間 違 え でしょ う か。
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○議長（前田篤秀君） 吉岡情報管財課長。

○情報管財課長（吉岡秀利君） ただいまの質問にお答えさせていただきます。

質問の内容につきましては、３社と言いましたけれども、国枝モータースほか３社とい

うことで、４社で間違いないと思います。

○議長（前田篤秀君） ほかに。

３番、佐藤議員。

○３番（佐藤 登君） このオフロードカーについては、３月の定例議会において予算議

決されているかと思いますけれども、そのときに質問できなかったので、次の４点につい

て伺います。

まず、１点目。このオフロードカーの購入の目的と必要性について伺います。

２点目。落札した車種のメーカーと車種名、または、国産車なのか外国車なのかについ

て伺います。

３点目。先ほどの入札状況等についても、今回は予定価格が表示されておりませんが、

備品購入費であっても情報公開等の事後公表をするべきではないかと、予定価格と落札率

について伺います。

４点目。納期が１１月３０日となっておりますが、なぜこれほど遅くなるのか。また、

１１月３０日になりますと、冬期スキー場の雪が降ってくるかと思いますけれども、その

辺の工期設定について伺います。

○議長（前田篤秀君） 暫時休憩します。

午前１０時４４分 休憩

──────────────

午前１０時４７分 再開

○議長（前田篤秀君） 再開します。

長原商工観光課長。

○商工観光課長（長原裕一君） ただいまの御質問にお答えをします。

私のほうからは、１点目の、このオフロードカーの購入の目的。あと、２点目のメー

カーの関係、あと、４点目の納期についてお答えいたします。

まず、１点目の購入の目的についてですが、これは使用の場所は、ロックバレーのス

キー場で使用することになります。主な目的は、山頂等で救護者が出た場合に、搬送す

る。または、いろいろな資材の運搬ということで考えております。

山頂に行くまでに、連絡路とかありますが、大雨等々によってぬかるむ場合もあります

し、あと、冬期の場合、通行ができないということも想定されています。あと、リフトが

ありますが、リフトで救護するわけにはいきません。あと、リフトも悪天候によって止ま

る場合もありますので、そういうことも想定しております。

先ほどの、主な救護者の搬送資材の運搬ということで、購入をするところであります。

仕様につきましては、カワサキという国産のメーカーになります。定員は６名で、前
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列 、後列 、３名ず つ乗 車 できるよう になっておりまして、そ のさら に後ろ のほう に荷 台 が

ついております。もち ろ ん４Ｗ Ｄ タ イ プ で、ウ イ ン チ 等のオ プ シ ョ ン もついております。

あと、納 期について、１１月３０日という ことになっておりますが、これは受 注生 産と

いう ことになっておりますので、ど う してもそ れぐ ら いかかってしまう という ことで御理

解 願いたいと思 います。

以上です。

○議長（前田篤秀君） 吉岡情報管財課長。

○情報管財課長（吉岡秀利君） ただ いまの質問 の３番目、予定価 格 等について、こち ら

のほう で御説明させていただ きます。

予定価 格 につきましては、８９３万２,０００円となっておりますが、今 回 、このよう

な形 で予定価 格 を公 表していないという ことですけ れど も、これにつきましては、財産の

取得に係 る案件 の予定価 格 等につきましては、公 表要 領 に基 づ き、公 表はしておりません

け れど も、案件 ご とに情報公 開 条例の考 え 方に沿 いながら 判 断 しまして、公 表できるもの

については公 表するという ことでしておりますので、今 回 については、そ の公 開 条例につ

いて公 表していないという ことで御理 解 願いたいと思 います。

以上です。

○議長（前田篤秀君） ３番、佐 藤議員。

○３番（佐藤 登君） 先 ほど の１点 目ですけ れど も、救 急 の場 合 とか資材搬 入とかとい

う ことで使 用すると答 弁 ありましたけ れど も、人 とかですと、リ フ ト も可能 かと思 います

し、管理 用道 路 も使 え るかと思 います。

また、今 まで山頂 までに四 輪 駆 動 車 とか軽自 動 車 、４Ｗ Ｄ 車 でかなり撮 影 とか使 ってい

る実 績 があります。そ う いう 中 で、ど う してこれを、この車 種 について選 んだ のかについ

て、また再 度お伺 いいたします。

○議長（前田篤秀君） 長原商 工観 光 課長。

○商工観光課長（長原裕一君） 御質問 にお答 え いたします。

確 かに、普 通 の乗 用タ イ プ で従 来 は登 っていたこともあります。今 年度、一応 ジ ッ プ ラ

イ ン が整備される予定でおります。そ れに伴 いまして、装 着する器 具 等々 、結構数 がある

のですけ れど も、そ れを常 時 、下 に下 りてきたら 、上のほう に戻 すという 、サ イ ク ル 的な

作 業があります。天 候 にもよりますけ れど も、普 通 の四 駆 、乗 用タ イ プ ではそ の作 業が非

効 率 的なことも考 え ら れますので、そ う いう 観 点 で、この車 種 を選 んだ という ことで御理

解 願いたいと思 います。

○議長（前田篤秀君） ３番、佐 藤議員。

○３番（佐藤 登君） 今 、天 候 の悪 いときとか、そ う いう ジ ッ プ ラ イ ン とか運 転 しない

はず だ と答 え たはず なのに、ち ょ っと論理 的矛 盾 があると思 います。

次 の、２点 目の落札した車 種 、カ ワ サ キ 重 工という 今 の話 しですけ れど も、これで乗 員

６名で、後ろ に資材を乗 せるかと。そ れは、資材を乗 せるという のは、ハ ー ネ ス とか、そ
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ういうものを運ぶなのかについて伺うのと、それと、私のつかんだ情報によりますと、９

００ｃｃの乗用オフロードカーかと思いますけれども、これは８７０万円、税込みで８７

３万円ですか、これについてですけれども、あと、同車種、同基準で同じような仕様で、

どのような国産車と比較検討したのかについて伺います。

○議長（前田篤秀君） 長原商工観光課長。

○商工観光課長（長原裕一君） お答えいたします。

こういうオフロードカータイプのこのような車両を、国内問わず海外等々でどれぐらい

あるのか承知はしていません。それで、この車種を選定したに当たっては、場所は私は把

握はしていませんけれども、ほかのスキー場を視察したときに、実際に見ているという話

は聞いております。それで、その上で、あと、うちのほうの作業の中身と仕様的に一番合

致する、これが最適だということで、選定させていただいていますので、御理解頂きたい

と思います。

○議長（前田篤秀君） １番、髙橋議員。

○１番（髙橋義詔君） 今、ほかの議員とお話ししたのですけれども、そもそも経済委員

会で説明されていないという情報を得ているのですけれども、何か、そもそも論になって

いるような気がするのです。いきなりこの金額のものをぼこっと出されて、車の仕様書も

何にもない中でやっていくのは、ちょっとおかしくないですか、これは。

私は、会派制でやっているので、経済常任委員会で説明があったと思ったのです、この

資料をもらったときに。だから、経済委員会の人しか聞いていないだけかなと思っていた

のですけれども、経済委員会の人に聞いたら、経済委員会でも説明をされていないと。

ちょっと審議できないのではないでしょうか。ちょっと取り扱えるのは、議運であるのか

どうか分からないですけれども。どうしたらいいのか、お願いします。

○議長（前田篤秀君） 澤口経済部長。

○経済部長（澤口浩幸君） ただいまの経済常任委員会で説明がなかったのではないかと

いうような御質問、御意見でございますけれども、これにつきましては、令和３年度の当

初予算の説明の段階で経済常任委員会で説明をさせていただいているというふうに記憶し

てございますが、後ほど、もし、その辺がないかどうかというところは議事録等精査をさ

せていただいて、経済常任委員会のほうで回答させていただきたというふうに思っており

ます。

以上です。

（「精査する時間をとって、それから再開。」と呼ぶ者あり）

（「議長、暫時休憩お願いします。」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 暫時休憩します。

午前１０時５６分 休憩

──────────────

午前１１時１０分 再開
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○議長（前田篤秀君） 再開します。

澤口経済部長。

○経済部長（澤口浩幸君） ただいま２月の経済常任委員会の議事録を確認をさせていた

だきましたが、議事録の中には、そのような記載はございませんでした。２月の経済常任

委員会におきましては、令和３年の当初予算の説明をさせていただいてございますので、

メモの中で、備品購入費の中でオフロード車両ということで説明をしているというふうに

メモがございまして、その部分について説明をしているというふうに記憶してございます

ので、よろしくお願いいたします。

○議長（前田篤秀君） いいですか。

３番、佐藤議員。

○３番（佐藤 登君） 確かに、今回の３月の定例議会で予算説明書には書いてあって、

これ、私たちが、議員が質問しなかったのは、確かに不徳のいたすところかもしれません

けれども、本来の、肝心の予算書には載っていないのですよね。あくまでも、説明書とい

う補助のほうには載っているのですよね。

今後ですけれども、確かに今さら言ってもしょうがないのですけれども、買うことが、

悪いとか、いいとか、是非を問うているわけではなくて、手段の問題であって、ちゃんと

議員に説明をして、今までキッチンカーにしても、トレーラーハウスにしても、図面、詳

細を出してもらって、ピアノ購入にしても、備品購入にしても、大きなものに対しては、

きちんと説明をちゃんと頂いているのです。今回については、図面も一切なくて、こうい

う形で、今回、このオフロードカーを買うのどうのこうのは、それは、私としては、やぶ

さかではないのですけれども、今後、理事者側もきちんと説明責任を果たして、議員に

ちゃんと報告してくれれば、私としては問題ないかと思います。

以上です。

○議長（前田篤秀君） 澤口経済部長。

○経済部長（澤口浩幸君） ただいまの御意見でございますけれども、常日頃から、経済

常任委員会並びに議会に対しましては、丁寧な説明をしているというふうに、私ども努め

ているつもりでございますので、その時点で、御質問がなかったということで、御理解を

頂いているというふうに、私どもは捉えていたことでございますので、今回、説明がな

かったということにつきましては、今後とも、またそのように努めていくということで御

理解頂きたいというふうに思っております。

以上です。

○議長（前田篤秀君） ほかに。

○３番（佐藤 登君） 最後よろしいですか。

○議長（前田篤秀君） ３番、佐藤議員。

○３番（佐藤 登君） 今後、今までどおり、きちんと備品購入の場合は、前もって委員

会で図面とか、説明をきちんと丁寧にしているのです。今回だけないということに対する
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手 法 として、私は、今、再度質問しただけですので、今後、気をつけていただければ 、そ

れでよろしいかと思います。

以上です。

○議長（前田篤秀君） ほかに。

舟 木 副 町 長。

○副 町 長（舟 木 淳 次 君） 議案 の説明、予算の説明につきましては、各 常任委員会で丁 寧

に説明をしております。先 ほど、経済部長からお話があったとおり、説明をしたというこ

とで、こちらとしては確 認 をしたところであります。その中で、質問がなかったというこ

とで、了 承されているものということで考 えていたところだと思います。

また、予算特 別 委員会がその後ございます。その中でも、質問がなかったということ

で、同様に了 解をされていたというふうに考 えております。

先 ほどの、予算書の中で、項 目 が挙 がっていなかったというお話がありました。説明書

の中で、項 目 を挙 げ ております。全 ての事業に対 して、予算書に記載 することは不 可 能 で

ございますので、今後とも、町 といたしましては、丁 寧 な説明を心 がけていきますけれど

も、その中で、適切 な議論がされるように議会のほうも御理解を頂きたいと思います。

以上です。

○議長（前田篤秀君） 一宮 議員。

○５ 番（一 宮 龍 彦 君） 先 ほど、澤口部長のおっしゃ った、その委員会の議事録はありま

せん、ありませんでした。ただし、メ モ には説明したとあった。しつこくて悪 いのですけ

れども、そのメ モ には何と書かれているのですか。オフロードカーのことについて、詳 細

に説明したというふうに書いてあるのですか。ただ説明しただけでは、常任委員会の中

で、詳 しい説明を聞いていないことになりますよ。何を説明したのか。オフロードカーに

ついて話をした、ただそれだけのメ モ で、我 々は納 得しませんよ、多 分。議事録にないの

ですよ、正 式 な。議会としての委員会の議事録にないということは、分かったのですよ

ね 。だけれども、メ モ にはありました。では、何と書いてあるのですか、メ モ に。

○議長（前田篤秀君） 澤口経済部長。

○経済部長（澤口浩幸君） ただいまの御質問ですけれども、メ モ のほうには、オフロー

ド車両というふうな形 で記載 はしてございますけれども、その目 的や何かにつきまして

は、口頭 で説明をさせていただいているというふうに理解しているところでありまして、

その時点 で、先 ほどの繰 り返 しになりますけれども、その時点 で深 く理解を得ていないと

いう御質問がなかったことから、我 々は御理解を頂いたというふうに判 断 をして、その予

算については、議決 をしていただいたというふうに理解しているところでございます。

以上です。

（「休憩よろしいですか。」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 暫時休憩します。

午前１１時１７分 休憩
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─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

午 前１ １ 時３９ 分 再開

○議長（前田篤秀君） 再開します。

竹 中議員。

○６番（竹中裕志君） 先 ほどの質問なのですけれども、議決 案 件 については、今後より

詳細な説明を頂ければありがたいと思います。

それについては、いかがですか。

○議長（前田篤秀君） 舟 木 副 町 長。

○副町長（舟木淳次君） 今回、臨 時議会ということで、詳細な説明ができないことがご

ざいました。今後、臨 時議会等 であっても、詳細な説明ができるように資 料 などを付 け

て、説明するようの心がけたいというふうに考 えております。

以上です。

○６番（竹中裕志君） 終 わります。

○議長（前田篤秀君） これをもって質疑 を終 わります。

これより、議案 第 ６ 号 財 産 の取 得 についてを採 決 いたします。

本案 は、討 論 を省 略 して、原 案 のとおり決 定することに御異 議ありませんか。

（ 「 異 議なし」 と呼 ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 異 議なしと認めます。

したがって、本案 は、原 案 のとおり可 決 されました。

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

◎日程第１３ 議案第７号

○議長（前田篤秀君） 日程 第 １ ３ 議案 第 ７号 令和３年度 遠 軽 町 一般 会計 補正 予算（ 第

１ 号 ） を議題とします。

提 出者の説明を求 めます。

堀 嶋 財 政 課 長。

○財政課長（堀嶋英俊君） 議案 第 ７号 令和３年度 遠 軽 町 一般 会計 補正 予算（ 第 １ 号 ） に

ついて説明いたします。

令和３年度 遠 軽 町 一般 会計 補正 予算（ 第 １ 号 ） につきましては、規 定の歳 入歳 出予算の

総 額 に、歳 入歳 出それぞ れ４ ,９ ７８ 万 円 を追 加 し、歳 入歳 出予算の総 額 を１ ９ ５億 ４ ,３

７８ 万 円 とするものです。

補正 後の歳 入歳 出予算の金 額 は、「 第 １ 表 歳 入歳 出予算補正 」 により説明いたします。

次 のペ ージ をお開き願います。

第 １ 表 、歳 入歳 出予算補正 の歳 入から説明いたします。

１ ５款 国 庫 支 出金 につきましては、２項 国 庫 補助金 に４ ,３８ ８ 万 円 を追 加 し、総 額 を

１ ５億 ５,１ ８ ６ 万 ８ , ０ ０ ０ 円 とするものです。

１ ６ 款 道 支 出金 につきましては、２項 道 補助金 に５９ ０ 万 円 を追 加 し、総 額 を６ 億 ２,
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４０１万４,０００円とするものです。

これにより、歳入合計１９４億９,４００万円に４,９７８万円を追加し、総額を１９５

億４,３７８万円とするものです。

次に、歳出について説明いたします。

次のページをお開き願います。

２款総務費につきましては、１項総務管理費に４,７３２万８,０００円を追加し、総額

を６４億４,１９４万９,０００円とするものです。

１０款教育費につきましては、１項教育総務費に２４５万２,０００円を追加し、総額

を１１億５,４５２万７,０００円とするものです。

これにより、歳出合計１９４億９,４００万円に４,９７８万円を追加し、総額を歳入歳

出同額の１９５億４,３７８万円とするものです。

次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の総括を省略いたしまして、歳出から説明いたし

ます。

８ページをお開き願います。

２款総務費１項総務管理費１６目新型コロナウイルス感染症対策費、新型コロナウイル

ス感染症対策事業４,７３２万８,０００円につきましては、生田原コミュニティーセン

ターノースキングにおけるレストランの感染症対策として、レストラン利用者を分離する

ため、２階談話室をレストラン別室として改修する公共施設等環境改善工事７３８万１,

０００円を新たに計上。感染症の流行に伴い、経済的に大きな影響を受けている町内飲食

店の経営を支援するとともに、町内の消費喚起を図るため、プレミアム付食事券発行事業

補助金３,３０６万６,０００円を新たに計上。宿泊施設の利用を促進するとともに、町内

の消費喚起を図るため、宿泊施設を連泊で利用する場合に、町内で使用可能な３,０００

円のギフト券を配付する宿泊施設利用促進ギフト券発行事業補助金６８８万１,０００円

を計上するものです。

１０款教育費１項教育総務費３目教育振興費、教育振興一般経費２４５万２,０００円

につきましては、ＧＩＧＡスクール構想に伴う小中学校のＩＣＴ化により、ＩＣＴ活用に

係る人的体制や教職員のサポートについて、専門的な人材による支援を受けるため、ＧＩ

ＧＡスクールサポーター配置促進事業委託料２４５万２,０００円を計上するものです。

次に、歳入について説明いたします。

６ページをお開き願います。

１５款国庫支出金２項国庫補助金１目総務費国庫補助金４,２６５万４,０００円につき

ましては、新型コロナウイルス感染対応地方創生臨時交付金の追加。６目教育費国庫補助

金１２２万６,０００円につきましては、ＧＩＧＡスクールサポーター配置促進事業に係

る公立学校情報機器整備費補助金の追加です。

１６款道支出金２項道補助金１目総務費道補助金５９０万円につきましては、町が実施

する食事券発行事業に対し、北海道がプレミアム分の一部１０％分を補助するプレミアム
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付商品券発行支援事業費補助金の追加です。

補正予算の事業概要につきましては、別紙配付の資料により、担当から説明いたしま

す。

以上で、説明を終わります。

○議長（前田篤秀君） 大泉生田原総合支所産業課長。

○生田原総合支所産業課長（大泉勝義君） それでは、本日、配付させていただきました

資料について説明をさせていただきます。

新型コロナウイルス感染対策事業に係る公共施設等環境改善工事の位置図であります。

生田原コミュニティーセンターノースキングの２階階段左側の談話室として使用してい

た部屋について、排煙窓改増、壁・天井クロス張替え、抗菌仕様でございます、熱交換器

ユニット交換の実施。レストランの別室として三密を避ける対策や衛生管理の徹底を図る

など、感染対策を徹底した上でのノースキングの利用促進を図ってまいりたいと考えてお

ります。

以上です。

○議長（前田篤秀君） これより、質疑を行います。

質疑は、第１表歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、歳

出より各款ごとに行います。

２款総務費、８ページから９ページ。

一宮議員。

○５番（一宮龍彦君） 今、説明を受けたノースキングの公共施設等環境改善工事なので

すけれども、記憶でいくと、あの２階では、前には飲食というか、アルコール提供だとか

と、いろいろやっていたような記憶があるのですけれども、今現在は使われていないの

か、それとも、今言ったように、衛生管理等々の修理改善をするためにということなので

すけれども、新型コロナウイルス感染症は、これは収束するかどうかは分かりませんけれ

ども、収束後というか、新型コロナウイルス感染症が弱くなっていって、みんなが出入り

するような環境になったときに、この新型コロナウイルス感染症対策事業という、これと

環境改善ですから、そうなのかなと思わないわけではないのですけれども、特別、今ま

で、そこは何に使われていて、これから、言ってみれば、こういう事業があるから、言葉

は悪いですけれども、ついでにあそこも直してしまおうかというようなことに感じられて

しまうのですけれども、そうではないのですか。

○議長（前田篤秀君） 大泉生田原総合支所産業課長。

○生田原総合支所産業課長（大泉勝義君） 今の一宮議員の質問にお答えいたします。

今現在、２階談話室でございますが、１名当たり５００円を取って、実は、そこを談話

室として、町民の皆さん集ってということでやってまいりました。そのすぐ隣に、この図

面にもありますが、カラオケ室もございまして、２階その所を使用していたのですけれど

も、現在このコロナ禍の中で、使用をする町民もございません。それで、談話室について
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は使用していない、来れば貸出しをする施設ですけれども、今現在、貸出しをしておりま

せん。

今回、新型コロナウイルス感染症ということで、下のレストラン、また「しゃくな

げ」、「白樺」等ございますが、利用者の多くの方から、この４名以内、１時間というコ

ロナ禍の中での夕食の際に、どうしてもやっぱり来る際に、人数が多く来てしまうとお断

りをするところもあります。そういったところから、利用される皆さんのために、少しで

も改善をして、提供していきたいということの目的の下、改修工事をさせていただいて、

進んでいけばどうかということで、今回補正予算に提出をさせていただきました。

以上です。

○議長（前田篤秀君） 一宮議員。

○５番（一宮龍彦君） よく分かりました。

あくまでも、新型コロナウイルス感染症対策事業とこの公共施設の工事というのは、因

果関係というのはどうして工事をするようになったのかなという、そういう疑問を持った

ので、ちょっと質問しました。

今のお答えで、お客さん、それから、町民の人たちの利用を図るためにリニューアルを

するということでよろしいですか。

○議長（前田篤秀君） 大泉生田原総合支所産業課長。

○生田原総合支所産業課長（大泉勝義君） 今の御質問にお答えいたします。

実際に、町民の声を聞きながら、この施設を運営していきます。換気の部分を改善し、

より一層レストラン、またホテルとともに努力しながら、集客について今後も努力してい

きたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

○５番（一宮龍彦君） いいです。

○議長（前田篤秀君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） なければ、１０款教育費、１０ページから１１ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 次に、２、歳入に入ります。

１５款国庫支出金、６ページから７ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 次に、１６款道支出金、６ページから７ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 質疑なしと認めます。

これをもって、質疑を終わります。

これより、議案第７号令和３年度遠軽町一般会計補正予算（第１号）を採決いたしま

す。
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本案は、討論を省略して原案のとおり、決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（前田篤秀君） 異議なしと認めます。

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎閉会宣告

○議長（前田篤秀君） 以上をもって、本臨時会の会議に付された事件は全部終了しまし

た。

会議を閉じます。

以上で、令和３年第３回遠軽町議会臨時会を閉会します。

午前１１時５１分 閉会




